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「道路交通法施行令の一部を改正する政令」（平
成１６年政令第２５７号）、「道路交通法施行規則の一部
を改正する内閣府令」（平成１６年内閣府令第７４号）
等の公布に伴い、改正された道路交通法施行令（改
正に係る部分）、道路交通法施行規則（改正に係る
部分）等を登載しました。
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〇
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
五
日

法

律

第

百

五

号

）

改
正

平
成
一
六
年

六
月
一
八
日
法
律
第
一
一
二
号

平
成
一
六
年

六
月
一
八
日
法
律
第
一
一
三
号

注

道
路
交
通
法
は
、
平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
二
号
・

平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
三
号
に
よ
り
改
正
、
平
成
一

六
年
九
月
一
七
日
か
ら
施
行
。（
改
正
に
係
る
部
分
を

収
録
）

目
次第

一
章
〜
第
六
章
の
四

略

第
七
章

雑
則
（
第
百
八
条
の
三
十
三
―
第
百
十
四
条
の
七
）

第
八
章
・
第
九
章

略

附
則

第
七
章

雑
則

（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）

第
百
十
四
条
の
五

公
安
委
員
会
は
、
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
防
衛
出
動
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
自
衛
隊
又
は
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
自
衛
隊
等
」
と
い
う
。）
に

よ
る
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た

め
の
行
動
が
的
確
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に

お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る
車
両
以
外
の
車
両
の
道
路
に

お
け
る
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

災
害
対
策
基
本
法（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
六
条
の
三

（
第
四
項
を
除
く
。）、
第
七
十
六
条
の
四
及
び
第
八
十
二
条
第

一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
六

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項

中
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る

車
両
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
前
条
第
一
項
」

と
あ
り
、
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
五
項
中
「
第
七
十
六

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第

一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
中
「
災

害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の

武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
の
行
動
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条

の
三
第
三
項
前
段
及
び
第
六
項
中
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た

部
隊
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
」
と
、
同
条
第
三

項
後
段
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四

条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
」と
、

「「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る
の
は
「「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る

車
両
」
と
、「
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
（
自
衛
隊
の
使
用
す

る
緊
急
通
行
車
両
で
災
害
応
急
対
策
の
実
施
の
た
め
運
転
中
の

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
」
と
あ
り
、

及
び
「
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
の
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊

の
使
用
す
る
車
両
の
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
直
ち
に
」
と
あ

る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
の
二
〔
三
月
以

下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
〕）

（
経
過
措
置
）

第
百
十
四
条
の
六

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
、
内
閣
府

令
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
規
則

を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
政

令
、
内
閣
府
令
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
又
は
都
道
府
県
公
安

委
員
会
規
則
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要

と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則

に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
閣
府
令
へ
の
委
任
）

第
百
十
四
条
の
七

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

第
八
章

罰
則

第
百
十
八
条
の
二

第
百
十
四
条
の
五
（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時

に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員

会
の
禁
止
又
は
制
限
に
従
わ
な
か
つ
た
車
両
の
運
転
者
は
、
三

月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附

則〔
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
法
律
第
一
一
二
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
〔
平
一
六
政
二
七
四

に
よ
り
、
平
一
六
・
九
・
一
七
〕
か
ら
施
行
す
る
。

附

則〔
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
法
律
第
一
一
三
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の

提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間

の
協
定
を
改
正
す
る
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
五
条
、

第
十
七
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

〔
平
一
六
政
二
七
七
に
よ
り
、
平
一
六
・
九
・
一
七
〕
か
ら
施

行
す
る
。

道
路
交
通
法

一



〇
道
路
交
通
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
一
日

政
令
第
二
百
七
十
号

）

改
正

平
成
一
六
年

八
月
二
七
日
政
令
第
二
五
七
号

注

道
路
交
通
法
施
行
令
は
、
平
成
一
六
年
政
令
第
二
五

七
号
に
よ
り
改
正
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
か
ら
施

行
。（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

第
三
章

車
両
及
び
路
面
電
車
の
交
通
方
法

（
車
両
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
四
条
の
七

警
察
署
長
は
、
法
第
五
十
一
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
保
管
し
た
車
両
を
当
該
車
両
の
使
用
者
又
は
所
有
者
に

返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所

を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て

そ
の
者
が
当
該
車
両
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
使
用
者
又
は
所
有

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様

式
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
車
両
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
）

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

保
管
し
た
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表

示
さ
れ
て
い
る
番
号

二

保
管
し
た
車
両
が
駐
車
し
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
車
両
を

移
動
し
た
日
時

三

そ
の
車
両
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
車
両
を
返
還

す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
車
両
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
）

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起

算
し
て
五
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
十
四
日
間
、
当
該
警
察
署

の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
そ
の
車
両
の

所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
公
示
の
要
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
。

三

内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
保
管
車
両
一
覧
簿
を
当

該
警
察
署
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者

に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

（
車
両
の
価
額
の
評
価
の
方
法
）

第
十
六
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
車
両

の
価
額
の
評
価
は
、
取
引
の
実
例
価
格
、
当
該
車
両
の
使
用
年

数
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
車
両
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る

事
情
を
勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

警
察
署
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
車
両
の
価
額

の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と

が
で
き
る
。

（
保
管
し
た
車
両
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
六
条
の
三

法
第
五
十
一
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
車
両

の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
車
両
に
つ
い

て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
の
四

略

（
登
録
の
嘱
託
）

第
十
六
条
の
五

法
第
五
十
一
条
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
の
嘱
託
は
、
嘱
託
書
に
登
録
の
原
因
を
証
す
る
書
面
を
添
付

し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
管
し
た
車
両
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
十
七
条

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定

は
、
法
第
五
十
一
条
第
二
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

九
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
積
載
物
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
七
中
「
使
用
者
又
は
所
有

者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
積
載
物
に

つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
」
と
、
第
十
五
条
第
一
号
中
「
車
両
」

と
あ
る
の
は
「
積
載
物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
並

び
に
そ
の
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両
」
と
、
同
条
第
二

号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車

両
」
と
、
第
十
六
条
第
二
号
中
「
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号

の
公
示
に
係
る
積
載
物
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
同
号
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
保
管
車
両
一
覧

簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
積
載
物
一
覧
簿
」
と
、
第
十
六
条
の

三
中
「
入
札
者
が
な
い
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
入
札
者
が
な
い

積
載
物
、
速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
積
載
物
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
積
載
物
」
と
、
第
十
六
条
の
四
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色

及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
積
載

物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
」
と
、
同
項
中
「
抵
当

権
」
と
あ
る
の
は
「
質
権
、
抵
当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
そ

の
他
の
権
利
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
が
行
う
車
両
移
動
保
管
事
務
に
係

る
手
続
）

第
十
七
条
の
二

第
十
四
条
の
七
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
指

定
車
両
移
動
保
管
機
関
が
行
う
車
両
移
動
保
管
事
務
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
七
中
「
法
第

五
十
一
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一

項
」
と
、「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
安
委
員
会
規

則
」
と
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
十

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
一
条
の
三
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
と
、
同
条
第
一
号
及
び

第
三
号
中
「
当
該
警
察
署
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
車
両
移

動
保
管
機
関
の
事
務
所
及
び
当
該
車
両
が
駐
車
し
て
い
た
場
所

を
管
轄
す
る
警
察
署
」
と
、
同
号
中
「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の

は
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
と
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
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六
条
の
三
中
「
法
第
五
十
一
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
五
十
一
条
の
三
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条

第
十
四
項
」
と
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
内
閣
府
令
」
と

あ
る
の
は
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
と
、「
当
該
警
察
署
」

と
あ
る
の
は「
当
該
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
の
事
務
所
」と
、

同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
国

家
公
安
委
員
会
規
則
」
と
、
第
十
六
条
の
五
中
「
法
第
五
十
一

条
第
二
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
一
条
の
三
第
十
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
十
三
項

後
段
」
と
、「
登
録
の
原
因
を
証
す
る
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
登

録
の
嘱
託
を
申
請
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
及
び
登
録
の
原
因

を
証
す
る
書
面
」
と
、
前
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
二
十
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十

一
条
の
三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
が
行
う
車
両
の
売
却
等
に
つ
い
て

の
承
認
）

第
十
七
条
の
三

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条

の
三
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
署
長
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当

該
警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ

れ
て
い
る
番
号
（
積
載
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
積
載
物
の
名

称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
）

二

当
該
車
両
の
保
管
を
始
め
た
日
時

三

当
該
車
両
に
係
る
公
示
を
し
た
日

四

当
該
車
両
の
保
管
に
要
し
た
費
用

五

当
該
車
両
の
価
額
及
び
当
該
価
額
の
評
価
の
方
法

六

当
該
車
両
の
使
用
者
又
は
所
有
者（
積
載
物
に
あ
つ
て
は
、

当
該
積
載
物
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
積
載
物
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
者
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て

「
使
用
者
等
」
と
い
う
。）
の
氏
名
及
び
住
所
の
調
査
そ
の

他
当
該
車
両
を
使
用
者
等
に
返
還
す
る
た
め
講
じ
た
措
置
の

状
況

七

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２

警
察
署
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
車
両
の
売
却
又
は
廃
棄
の
処
分
が
そ
の
要
件
及
び
手
続
に
関

す
る
法
及
び
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
が
当
該
車
両
の
使

用
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
の
調
査
そ
の
他
当
該
車
両
を
使
用
者

等
に
返
還
す
る
た
め
の
措
置
を
十
分
に
行
つ
て
い
る
と
認
め
る

と
き
は
、
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

運
転
者
及
び
使
用
者
の
義
務

（
損
壊
物
等
の
保
管
の
手
続
等
）

第
二
十
六
条
の
四
の
二

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
六
条
の
五
ま

で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
保
管
し
た
損
壊
物
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
四
条
の
七
中
「
使
用
者
又
は
所
有
者
」
と
あ
る
の

は
「
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
損
壊
物
等
に
つ
い
て
権
原

を
有
す
る
者
」
と
、
第
十
五
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
と
、
同
条
第
一
号

中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
損
壊
物
等
が
、
車
両
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に

表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
、
車
両
の
積
載
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
積
載
物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
並
び
に

そ
の
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両
」
と
、「
表
示
さ
れ
て

い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
、
そ
の
他

の
損
壊
物
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
損
壊
物
等
の
名
称

又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
車
両
が

駐
車
し
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
車
両
を
移
動
し
た
日
時
」
と
あ

る
の
は
「
損
壊
物
等
に
係
る
交
通
事
故
が
発
生
し
た
と
認
め
ら

れ
る
場
所
及
び
日
時
（
そ
の
日
時
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、

そ
の
損
壊
物
等
を
移
動
し
た
日
時
）」
と
、
第
十
六
条
中
「
法

第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
十

二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号
の

公
示
に
係
る
損
壊
物
等
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
同
号
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
保
管
車
両
一
覧

簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
損
壊
物
等
一
覧
簿
」
と
、
第
十
六
条

の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
中
「
法
第
五
十
一
条
第
十
四
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
十
四
項
」
と
、
同
条
中
「
入
札

者
が
な
い
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
入
札
者
が
な
い
損
壊
物
等
、

速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
損
壊
物
等
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
損
壊
物
等
」と
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番

号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
損
壊
物
等
の

名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
（
損
壊
物
等
が
車
両
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番

号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
）
並
び
に
損
壊
の
程
度
」
と
、

同
項
中
「
抵
当
権
」
と
あ
る
の
は
「
質
権
、
抵
当
権
、
先
取
特

権
、
留
置
権
そ
の
他
の
権
利
」
と
、
第
十
六
条
の
五
中
「
法
第

五
十
一
条
第
二
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
十
三
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
五

略

（
自
動
車
の
使
用
の
制
限
の
基
準
）

第
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

け
ん

一

自
動
車
（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
被
牽

け
ん

引
車
（
以
下
「
重
被
牽
引
車
」
と
い
う
。）
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
使
用
者
（
安
全
運

転
管
理
者
、
副
安
全
運
転
管
理
者
そ
の
他
自
動
車
の
運
行
を

直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。）
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
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る
違
反
行
為
を
し
、
当
該
違
反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転

者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自

動
車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず

る
も
の
と
す
る
。

自
動
車
の
使
用
者
等
の
違
反
行

為

自
動
車
の
運
転
者
の
違
反

行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
の

違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一

号
の
違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
三
号
の

違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一

号
の
二
の
違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
の

違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
四
第
一

号
の
違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
の

違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一

号
又
は
法
第
百
十
七
条
の

四
第
二
号
の
違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
四
第
六
号
の

違
反
行
為

法
第
百
十
七
条
の
四
第
三

号
の
違
反
行
為

法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号

（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
五

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の

違
反
行
為

法
第
百
十
八
条
第
一
項
第

七
号
の
違
反
行
為

二

自
動
車
の
使
用
者
等
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行

為
を
し
、
当
該
違
反
行
為
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
者
が
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
自
動

車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

自
動
車
の
使
用
者

等
の
違
反
行
為

自
動
車
の
運
転
者

の
違
反
行
為

事

情

法
第
百
十
八
条
第

一
項
第
四
号
（
法

第
七
十
五
条
第
一

項
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）

の
違
反
行
為

法
第
百
十
八
条
第

一
項
第
一
号
の
違

反
行
為

一

自
動
車
の
使
用

者
が
、
当
該
自
動

車
の
使
用
の
本
拠

に
お
い
て
使
用
す

る
自
動
車
の
運
転

に
つ
い
て
、
過
去

一
年
以
内
に
、
法

第
七
十
五
条
第
二

項
又
は
法
第
七
十

五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
公

安
委
員
会
の
命
令

を
受
け
た
者
で
あ

る
こ
と
。

二

自
動
車
の
使
用

者
等
が
、
当
該
自

動
車
の
使
用
の
本

拠
に
お
け
る
そ
の

者
の
業
務
に
関

し
、
過
去
一
年
以

内
に
、
法
第
百
十

七
条
の
二
第
二
号

若
し
く
は
第
三

号
、
法
第
百
十
七

条
の
四
第
四
号
か

ら
第
六
号
ま
で
若

し
く
は
法
第
百
十

八
条
第
一
項
第
四

号
（
法
第
七
十
五

条
第
一
項
第
五
号

に
係
る
部
分
に
限

る
。）
の
違
反
行

法
第
百
十
八
条
第

一
項
第
五
号
の
違

反
行
為

法
第
百
十
八
条
第

一
項
第
二
号
の
違

反
行
為

法
第
百
十
九
条
第

一
項
第
十
一
号
の

違
反
行
為

法
第
百
十
九
条
第

一
項
第
三
号
の
二

の
違
反
行
為

法
第
百
十
九
条
の

三
第
一
項
第
三
号

の
違
反
行
為

法
第
百
十
九
条
の

三
第
一
項
第
一
号

又
は
第
二
号
の
違

反
行
為

為
を
し
、
又
は
過

去
一
年
以
内
に
二

回
以
上
、
法
第
百

十
八
条
第
一
項
第

四
号
（
法
第
七
十

五
条
第
一
項
第
二

号
に
係
る
部
分
に

限
る
。）
若
し
く

は
第
五
号
、
法
第

百
十
九
条
第
一
項

第
十
一
号
若
し
く

は
法
第
百
十
九
条

の
三
第
一
項
第
三

号
の
違
反
行
為
を

し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

三

自
動
車
の
運
転

者
が
当
該
違
反
行

為
を
し
、
よ
つ
て

交
通
事
故
を
起
こ

し
て
人
を
死
亡
さ

せ
、
又
は
傷
つ
け

た
こ
と
。

第
二
十
六
条
の
七

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
が
行
わ
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
の
使
用
者
が
そ
の
違
反
行
為
の
区

分
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
示
を
受
け
た
後
一
年
以
内

に
お
け
る
当
該
使
用
者
の
使
用
す
る
当
該
指
示
に
係
る
自
動
車

に
係
る
違
反
行
為
関
係
累
計
点
数
（
当
該
違
反
行
為
及
び
当
該

指
示
を
受
け
た
時
か
ら
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
ま
で
の

間
に
お
け
る
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
の
当
該
違
反
行
為
と
同
一

道
路
交
通
法
施
行
令

四



の
区
分
の
そ
の
他
の
違
反
行
為
（
そ
の
行
為
の
都
度
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
表
第
一
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
付
し
た
基
礎
点
数
の
合
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）
が
、
当
該
自
動
車
の
使
用
者
の
次
の
表
二
の
上

欄
に
掲
げ
る
前
歴
の
回
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
点
数
以
上
の
点
数
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
次
の
表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い
範

囲
内
の
期
間
、
当
該
自
動
車
を
運
転
し
、
又
は
運
転
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

表
一

違

反

行

為

自
動
車
の
使
用
者
に

対
す
る
指
示

罪

法
第
二
十
二
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る

最
高
速
度
違
反
行
為

法
第
二
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

法
第
百
十
八
条

第
一
項
第
一
号

又
は
第
二
項
の

罪

法
第
七
十
五
条
第
一

項
第
七
号
に
規
定
す

る
放
置
行
為

法
第
五
十
一
条
の
四

（
法
第
七
十
五
条
の

八
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ

る
指
示

法
第
百
十
九
条

の
三
第
一
項
第

一
号
若
し
く
は

第
二
号
又
は
第

二
項
の
罪

法
第
五
十
八
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る

過
積
載
を
し
て
自
動

車
を
運
転
す
る
行
為

法
第
五
十
八
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
指
示
法
第
百
十
八
条

第
一
項
第
二
号

の
罪

法
第
六
十
六
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る

過
労
運
転

法
第
六
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

法
第
百
十
七
条

の
四
第
三
号
の

罪

表
二

前

歴

の

回

数

点

数

な
し

六
点

一
回

四
点

二
回
以
上

二
点

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
「
前
歴
の
回
数
」
と
は
、
違
反
行

為
関
係
累
計
点
数
に
係
る
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
日

を
起
算
日
と
す
る
過
去
一
年
以
内
に
当
該
違
反
行
為
に
係

る
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
に
お
い
て
使
用
す
る
自
動
車
の

運
転
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
五
条
第
二
項
又
は
法
第
七
十

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令

（
当
該
違
反
行
為
と
同
一
の
区
分
の
違
反
行
為
に
係
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
使
用
制
限
命
令
」
と
総
称

す
る
。）
を
受
け
た
回
数
を
い
う
。

表
三

自

動

車

の

種

類

期

間

大
型
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
又
は
重
被

け
ん牽
引
車

三
月

普
通
自
動
車

二
月

大
型
自
動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
又
は

小
型
特
殊
自
動
車

一
月

２

前
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
違
反
行
為
に
は
、
違
反
行
為
関

係
累
計
点
数
に
係
る
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い

て
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
当
該
自
動
車
に
つ
き
使
用
制
限
命

令
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
使
用
制
限
命
令
に
従
つ
て
当
該
使
用

制
限
命
令
に
係
る
運
転
の
禁
止
の
期
間
を
経
過
し
た
者
に
係
る

当
該
使
用
制
限
命
令
を
受
け
る
前
の
違
反
行
為
を
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。

第
四
章
の
二

高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
け
る

自
動
車
の
交
通
方
法
等
の
特
例

（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
係
る
車
両
の
保
管
の
手
続
等
）

第
二
十
七
条
の
五

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定

は
、
法
第
七
十
五
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
一
条
第
九
項
（
同
条
第
二
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両
（
積
載
物
を
含
む
。）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章

自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
運

転
免
許

（
指
定
自
動
車
教
習
所
の
指
定
の
基
準
）

第
三
十
五
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る

要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

二
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

道
路
の
交
通
に
関
す
る
業
務
に
お
け
る
管
理
的
又
は
監
督

的
地
位
に
三
年
以
上
あ
つ
た
者
そ
の
他
自
動
車
教
習
所
の
管

理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

法
第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者

ロ

法
第
百
十
七
条
の
二
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
罪
、

法
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
罪
、
法

第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
の
罪
、
法

第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
の
罪
又
は
法
第
百
十
九
条

の
三
第
一
項
第
三
号
の
罪
を
犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な

い
者

ハ

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第

四
十
五
号
）
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
、
同
法
第
二
百
十
一

条
第
一
項
の
罪
又
は
法
に
規
定
す
る
罪
（
ロ
に
掲
げ
る
罪

こ

を
除
く
。）
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

２

法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

道
路
交
通
法
施
行
令

五



次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
技
能
教
習
及
び
技
能
検
定
の

た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

イ

コ
ー
ス
敷
地
の
面
積
が
八
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
専
ら
大

型
自
動
二
輪
車
免
許
又
は
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
に
係
る

技
能
教
習
及
び
技
能
検
定
を
行
う
自
動
車
教
習
所
に
あ
つ

て
は
、
三
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

コ
ー
ス
の
種
類
、
形
状
及
び
構
造
が
内
閣
府
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

技
能
教
習
及
び
技
能
検
定
を
行
う
た
め
必
要
な
種
類
の
自

動
車
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三

前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
大
型
自
動
二
輪
車
、
普
通
自
動

二
輪
車
及
び
専
ら
無
線
指
導
装
置
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合

に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
を
除
く
。）
は
、
教
習
指
導
員
又
は

技
能
検
定
員
が
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

技
能
教
習
、
学
科
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

の
教
習
を
い
う
。
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）

及
び
技
能
検
定
を
行
う
た
め
必
要
な
建
物
そ
の
他
の
設
備
を

備
え
て
い
る
こ
と
。

３

法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
免
許
に
係
る
教
習

の
科
目
並
び
に
教
習
の
科
目
ご
と
の
教
習
時
間
及
び
教
習
方

法
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
免
許
に
係
る
教
習

が
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、

同
項
の
申
請
の
日
前
六
月
の
間
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。

三

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
申
請
の
日
前
六
月
の
間
に
同
項

の
申
請
に
係
る
免
許
に
係
る
教
習
を
終
了
し
、
か
つ
、
当
該

免
許
に
つ
き
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
行
う
試
験
を
受
け
た
者
の
う
ち
に
内
閣
府
令
で
定

め
る
基
準
に
達
す
る
成
績
を
得
た
者
の
占
め
る
割
合
が
、
九

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附

則
〔
平
成
一
六
年
八
月
二
七
日
政
令
第
二
五
七
号
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
反
則
行
為

の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

別
表
第
一
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三

条
の
二
の
三
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七

条
の
八
関
係
）

一

違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

違

反

行

為

の

種

別

点

数

酒
酔
い
運
転
、
麻
薬
等
運
転
又
は
共
同
危
険
行

為
等
禁
止
違
反

二
十
五
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
無
免
許
運
転

二
十
三
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
無
免
許
運
転

二
十
点

無
免
許
運
転
又
は
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）

速
度
超
過
（
五
十
以
上
）
等

十
九
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
三

十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
等

十
六
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二

十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）
未
満
）
等

十
五
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二

十
五
未
満
）
等

十
四
点

酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
以
上
）、
過
労
運
転

等
又
は
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超

過
（
五
十
以
上
）
等

十
三
点

大
型
自
動
車
等
無
資
格
運
転
、
仮
免
許
運
転
違

反
又
は
速
度
超
過
（
五
十
以
上
）

十
二
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三

十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
等

九
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二

十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）
未
満
）
等

八
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二

十
五
未
満
）
等

七
点

速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未

満
）、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
十
割
以

上
）、
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
未
満
）、
無

六
点

道
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車
検
運
行
又
は
無
保
険
運
行

速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）

未
満
）、
放
置
駐
車
違
反（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）、

積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
五
割
以
上
十

割
未
満
）、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
十

割
以
上
）
又
は
保
管
場
所
法
違
反
（
道
路
使
用
）

三
点

警
察
官
現
場
指
示
違
反
、
警
察
官
通
行
禁
止
制

限
違
反
、
信
号
無
視
、
通
行
禁
止
違
反
、
歩
行

者
用
道
路
徐
行
違
反
、
通
行
区
分
違
反
、
歩
行

者
側
方
安
全
間
隔
不
保
持
等
、
速
度
超
過
（
二

十
以
上
二
十
五
未
満
）、
急
ブ
レ
ー
キ
禁
止
違
反
、

法
定
横
断
等
禁
止
違
反
、
追
越
し
違
反
、
路
面

電
車
後
方
不
停
止
、
踏
切
不
停
止
等
、
し
や
断

踏
切
立
入
り
、
優
先
道
路
通
行
車
妨
害
等
、
交

差
点
安
全
進
行
義
務
違
反
、
横
断
歩
行
者
等
妨

害
等
、
徐
行
場
所
違
反
、
指
定
場
所
一
時
不
停

止
等
、
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）、

放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）、
積
載
物

重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
五
割
未
満
）、
積
載
物

重
量
制
限
超
過（
普
通
等
五
割
以
上
十
割
未
満
）、

整
備
不
良
（
制
動
装
置
等
）、
安
全
運
転
義
務
違

反
、
幼
児
等
通
行
妨
害
、
安
全
地
帯
徐
行
違
反
、

騒
音
運
転
等
、
携
帯
電
話
使
用
等
（
交
通
の
危

険
）、
消
音
器
不
備
、
高
速
自
動
車
国
道
等
措
置

命
令
違
反
、
本
線
車
道
横
断
等
禁
止
違
反
、
高

速
自
動
車
国
道
等
運
転
者
遵
守
事
項
違
反
、
免

許
条
件
違
反
、
番
号
標
表
示
義
務
違
反
又
は
保

管
場
所
法
違
反
（
長
時
間
駐
車
）

二
点

混
雑
緩
和
措
置
命
令
違
反
、
通
行
許
可
条
件
違

反
、
通
行
帯
違
反
、
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯

違
反
、
軌
道
敷
内
違
反
、
速
度
超
過
（
二
十
未

満
）、
道
路
外
出
右
左
折
方
法
違
反
、
道
路
外
出

右
左
折
合
図
車
妨
害
、
指
定
横
断
等
禁
止
違
反
、

車
間
距
離
不
保
持
、
進
路
変
更
禁
止
違
反
、
追

い
付
か
れ
た
車
両
の
義
務
違
反
、
乗
合
自
動
車

発
進
妨
害
、
割
込
み
等
、
交
差
点
右
左
折
方
法

違
反
、
交
差
点
右
左
折
等
合
図
車
妨
害
、
指
定

通
行
区
分
違
反
、
交
差
点
優
先
車
妨
害
、
緊
急

車
妨
害
等
、
駐
停
車
違
反（
駐
車
禁
止
場
所
等
）、

交
差
点
等
進
入
禁
止
違
反
、
無
灯
火
、
減
光
等

義
務
違
反
、
合
図
不
履
行
、
合
図
制
限
違
反
、

警
音
器
吹
鳴
義
務
違
反
、
乗
車
積
載
方
法
違
反
、

定
員
外
乗
車
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通

等
五
割
未
満
）、
積
載
物
大
き
さ
制
限
超
過
、
積

載
方
法
制
限
超
過
、
制
限
外
許
可
条
件
違
反
、

け
ん

け
ん

牽
引
違
反
、
原
付
牽
引
違
反
、
整
備
不
良
（
尾

灯
等
）、
転
落
等
防
止
措
置
義
務
違
反
、
転
落
積

載
物
等
危
険
防
止
措
置
義
務
違
反
、
安
全
不
確

認
ド
ア
開
放
等
、
停
止
措
置
義
務
違
反
、
初
心

運
転
者
等
保
護
義
務
違
反
、
携
帯
電
話
使
用
等

（
保
持
）、
座
席
ベ
ル
ト
装
着
義
務
違
反
、
幼
児

用
補
助
装
置
使
用
義
務
違
反
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ

ッ
ト
着
用
義
務
違
反
、
大
型
自
動
二
輪
車
等
乗

車
方
法
違
反
、
初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違

反
、
最
低
速
度
違
反
、
本
線
車
道
通
行
車
妨
害
、

本
線
車
道
緊
急
車
妨
害
、
本
線
車
道
出
入
方
法

け
ん

違
反
、
牽
引
自
動
車
本
線
車
道
通
行
帯
違
反
、

故
障
車
両
表
示
義
務
違
反
又
は
仮
免
許
練
習
標

識
表
示
義
務
違
反

一
点

二

違
反
行
為
に
付
す
る
付
加
点
数
（
交
通
事
故
の
場
合
）

略

三

違
反
行
為
に
付
す
る
付
加
点
数
（
交
通
事
故
の
場
合
の
措
置

義
務
違
反
を
し
た
場
合
）

略

備
考一

違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

１

一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
の
種
別
に
応

じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
時
に
二
以
上
の
種
別
の
違
反
行
為
に
当

た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
違
反
行
為
の
点
数
の
う
ち
最

も
高
い
点
数
（
同
じ
点
数
の
と
き
は
、
そ
の
点
数
）
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

２

当
該
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し

た
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

!

１
に
よ
る
点
数
に
、
二
の
表
の
区
分
に
応
じ
同
表

の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
点
数
を
加
え
た
点
数
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
交
通
事
故
が
建
造
物
以
外
の

物
の
損
壊
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
１
に

よ
る
点
数
と
す
る
。

"

法
第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
は
、
!
に
よ
る
点
数
に
、
三
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
措
置
義
務
違
反
の
種
別
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
点
数
を
加
え
た
点
数
と
す
る
。

３

故
意
に
よ
る
人
の
死
傷
若
し
く
は
建
造
物
の
損
壊
に

係
る
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た

場
合
又
は
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
行
為

（
違
反
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
を
し
た
場

合
に
は
、
１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
十
五

点
と
す
る
。

二

一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１

「
酒
酔
い
運
転
」
と
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち
酒
に
酔
つ
た
状
態
（
ア

ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
状
態
を
い
う
。）
で
運
転
す
る
行
為
を
い

道
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う
。

１
の
２

「
麻
薬
等
運
転
」
と
は
、
法
第
六
十
六
条
の
規

定
に
違
反
し
て
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
、
覚
せ
い
剤
又

は
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令

第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
物

の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
状
態
で
運
転
す
る
行
為
を
い
う
。

１
の
３

「
共
同
危
険
行
為
等
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第

六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

２

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
以
上
）
無
免
許
運
転
」
と

は
、
身
体
に
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
五
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
二

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態

で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
３
に
規
定
す
る
行
為

を
い
う
。

２
の
２

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
未
満
）
無
免
許
運
転
」

と
は
、
身
体
に
第
四
十
四
条
の
三
に
定
め
る
程
度
以
上

の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
（
２
に
規
定
す
る
状

態
を
除
く
。）
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
３
に

規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

３

「
無
免
許
運
転
」
と
は
、
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

３
の
２

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
五

十
以
上
）
等
」
と
は
、
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し

て
い
る
場
合
に
お
け
る
４
か
ら
４
の
３
ま
で
に
規
定
す

る
行
為
を
い
う
。

３
の
３

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
三

十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
等
」
と
は
、
２
に

規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
５
の

２
、
６
、
７
の
２
又
は
７
の
３
に
規
定
す
る
行
為
を
い

う
。

３
の
４

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二

十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）
未
満
）
等
」
と
は
、
２

に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
７

の
４
、７
の
６
又
は
７
の
７
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

３
の
５

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二

十
五
未
満
）
等
」
と
は
、
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
８
か
ら
２０
の
２
ま
で
、
２１
か

ら
２９
の
２
ま
で
又
は
３０
か
ら
７２
ま
で
に
規
定
す
る
行
為

を
い
う
。

３
の
６

「
酒
気
帯
び
運
転
（
○
・
二
五
以
上
）」
と
は
、

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う

ち
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
す
る
行
為
（
１
、
２
及

び
３
の
２
か
ら
３
の
５
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
除

く
。）
を
い
う
。

３
の
７

「
過
労
運
転
等
」
と
は
、
法
第
六
十
六
条
の
規

定
に
違
反
す
る
行
為
（
１
の
２
に
規
定
す
る
行
為
を
除

く
。）
を
い
う
。

３
の
８

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
五

十
以
上
）
等
」
と
は
、
２
の
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運

転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
４
か
ら
４
の
３
ま
で
に
規

定
す
る
行
為
を
い
う
。

４

「
大
型
自
動
車
等
無
資
格
運
転
」
と
は
、
法
第
八
十

五
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行

為
を
い
う
。

４
の
２

「
仮
免
許
運
転
違
反
」
と
は
、
法
第
八
十
七
条

第
二
項
後
段
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

４
の
３

「
速
度
超
過
（
五
十
以
上
）」
と
は
、
法
第
二

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
超
え

る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
（
以
下
「
速
度
超
過
」
と
い

う
。）
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
速
度
が
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
毎
時
以
上
の
も
の
を
い
う
。

４
の
４

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三

十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
等
」
と
は
、
２
の

２
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

５
の
２
、
６
、
７
の
２
又
は
７
の
３
に
規
定
す
る
行
為

を
い
う
。

４
の
５

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二

十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）
未
満
）
等
」
と
は
、
２

の
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
７
の
４
、
７
の
６
又
は
７
の
７
に
規
定
す
る
行
為
を

い
う
。

５

「
酒
気
帯
び
（
○
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十

五
未
満
）
等
」
と
は
、
２
の
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運

転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
８
か
ら
２０
の
２
ま
で
、
２１

か
ら
２９
の
２
ま
で
又
は
３０
か
ら
７２
ま
で
に
規
定
す
る
行

為
を
い
う
。

５
の
２

「
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十

未
満
）」
と
は
、
速
度
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
速

度
が
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等

に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
以
上
五
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
も
の
を
い
う
。

６

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
十
割
以
上
）」

と
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
積

載
物
の
重
量
の
制
限
を
超
え
る
積
載
を
し
て
運
転
す
る

行
為
（
以
下
「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
」
と
い
う
。）

の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
も
の
（
大
型
自
動
車
等
（
法
別
表
に
規
定
す
る

大
型
自
動
車
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
運
転
す
る

場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。

７

「
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
未
満
）」
と
は
、
法

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち

２
の
２
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
す
る
行
為
（
１
、
２

の
２
、
３
の
８
及
び
４
の
４
か
ら
５
ま
で
に
規
定
す
る

行
為
を
除
く
。）
を
い
う
。
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７
の
２

「
無
車
検
運
行
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第

五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

７
の
３

「
無
保
険
運
行
」
と
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
法
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

７
の
４

「
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）

未
満
）」
と
は
、
速
度
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
速

度
が
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
三
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
未
満
の
も
の
を
い
う
。

７
の
５

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）」

と
は
、
法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又

は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違

反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
道
路
標

識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法

第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
お
け
る
行

為
に
限
る
。）
の
う
ち
、
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る

も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
車
両
を
離

れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る

行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

７
の
６

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
五
割
以
上

十
割
未
満
）」と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、

そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（
大
型
自
動
車
等
を
運
転
す

る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。

７
の
７
「
積
載
物
重
量
制
限
超
過（
普
通
等
十
割
以
上
）」

と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る

積
載
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
（
６
に
規

定
す
る
行
為
を
除
く
。）
を
い
う
。

７
の
８

「
保
管
場
所
法
違
反
（
道
路
使
用
）」
と
は
、

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

８

「
警
察
官
現
場
指
示
違
反
」
と
は
、
法
第
四
条
第
一

項
後
段
に
規
定
す
る
警
察
官
の
現
場
に
お
け
る
指
示
に

従
わ
な
い
行
為
を
い
う
。

８
の
２

「
警
察
官
通
行
禁
止
制
限
違
反
」
と
は
、
法
第

六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
禁
止
又
は
制
限

に
従
わ
な
い
行
為
を
い
う
。

９

「
信
号
無
視
」
と
は
、
法
第
七
条
の
規
定
の
違
反
と

な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

１０

「
通
行
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

１０
の
２

「
歩
行
者
用
道
路
徐
行
違
反
」
と
は
、
法
第
九

条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

１１

「
通
行
区
分
違
反
」
と
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

う
な
行
為
を
い
う
。

１１
の
２

「
歩
行
者
側
方
安
全
間
隔
不
保
持
等
」
と
は
、

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

為
を
い
う
。

１１
の
３

「
速
度
超
過
（
二
十
以
上
二
十
五
未
満
）」
と

は
、
速
度
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
速
度
が
二
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未

満
の
も
の
を
い
う
。

１１
の
４

「
急
ブ
レ
ー
キ
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十

四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

１２

「
法
定
横
断
等
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

１３

「
追
越
し
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十
八
条
か
ら
第
三

十
条
ま
で
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

１４

「
路
面
電
車
後
方
不
停
止
」
と
は
、
法
第
三
十
一
条

の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

１５

「
踏
切
不
停
止
等
」
と
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

１６

「
し
や
断
踏
切
立
入
り
」
と
は
、
法
第
三
十
三
条
第

二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

１７

「
優
先
道
路
通
行
車
妨
害
等
」
と
は
、
法
第
三
十
六

条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な

行
為
を
い
う
。

１７
の
２

「
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第

三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為

を
い
う
。

１８

「
横
断
歩
行
者
等
妨
害
等
」
と
は
、
法
第
三
十
八
条

又
は
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な

行
為
を
い
う
。

１９

「
徐
行
場
所
違
反
」
と
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定

の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

２０

「
指
定
場
所
一
時
不
停
止
等
」
と
は
、
法
第
四
十
三

条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

２０
の
２

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）」
と

は
、
法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は

第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う

な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反

と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
道
路
標
識

等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第

四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
お
け
る
行
為

に
限
る
。）
の
う
ち
、
７
の
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外

の
も
の
を
い
う
。

２０
の
３

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）」
と

は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四

十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八
条
又
は

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
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な
行
為
（
同
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に

つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
う
ち
７
の
５
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。）
の
う
ち
、
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る

も
の
又
は
当
該
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
車
両
を
離

れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る

行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

２１

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
五
割
未
満
）」

と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る

積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（
大
型

自
動
車
等
を
運
転
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）

を
い
う
。

２１
の
２

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
以
上

十
割
未
満
）」と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、

そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（
７
の
６
に
規
定
す
る
行
為

を
除
く
。）
を
い
う
。

２２

「
整
備
不
良
（
制
動
装
置
等
）」
と
は
、
法
第
六
十

二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
制
動
装
置
、
か
じ
取

装
置
、
走
行
装
置
又
は
騒
音
防
止
装
置
に
係
る
も
の
に

限
る
。）
を
い
う
。

２３

削
除

２４

「
安
全
運
転
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
条
の
規

定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

２５

「
幼
児
等
通
行
妨
害
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二

号
又
は
第
二
号
の
三
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い

う
。

２６

「
安
全
地
帯
徐
行
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第

三
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

２６
の
２

「
騒
音
運
転
等
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
五

号
の
三
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

２６
の
３

「
携
帯
電
話
使
用
等
（
交
通
の
危
険
）」
と
は
、

法
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

（
同
号
の
規
定
に
違
反
し
、
よ
つ
て
道
路
に
お
け
る
交

通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
限
る
。）
を
い
う
。

２６
の
４

「
消
音
器
不
備
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
の
二

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

２７

「
高
速
自
動
車
国
道
等
措
置
命
令
違
反
」
と
は
、
法

第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
禁
止
、
制

限
又
は
命
令
に
従
わ
な
い
行
為
を
い
う
。

２８

「
本
線
車
道
横
断
等
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十

五
条
の
五
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

２８
の
２
「
高
速
自
動
車
国
道
等
運
転
者
遵
守
事
項
違
反
」

と
は
、
法
第
七
十
五
条
の
十
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

（
本
線
車
道
若
し
く
は
こ
れ
に
接
す
る
加
速
車
線
、
減

速
車
線
若
し
く
は
登
坂
車
線
に
お
い
て
当
該
自
動
車
を

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
自

動
車
に
積
載
し
て
い
る
物
を
当
該
高
速
自
動
車
国
道
等

に
転
落
さ
せ
、
若
し
く
は
飛
散
さ
せ
た
場
合
に
限
る
。）

を
い
う
。

２９

「
免
許
条
件
違
反
」
と
は
、
法
第
九
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
公
安
委
員
会
が
付
し
、
若
し
く
は
変
更
し
た
条

件
に
違
反
し
、
又
は
法
第
百
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し
て
運
転
す
る
行

為
を
い
う
。

２９
の
２

「
番
号
標
表
示
義
務
違
反
」
と
は
、
道
路
運
送

車
両
法
第
十
九
条
又
は
第
七
十
三
条
第
一
項
（
同
法
第

九
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

２９
の
３

「
保
管
場
所
法
違
反
（
長
時
間
駐
車
）」
と
は
、

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

３０

「
混
雑
緩
和
措
置
命
令
違
反
」
と
は
、
法
第
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
禁
止
、
制
限
又
は
命
令

に
従
わ
な
い
行
為
を
い
う
。

３０
の
２

「
通
行
許
可
条
件
違
反
」
と
は
、
法
第
八
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
が
付
し
た
条
件
に
違
反

す
る
行
為
を
い
う
。

３１

「
通
行
帯
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十
条
の
規
定
の
違

反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

３１
の
２

「
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
違
反
」
と
は
、
法

第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な

行
為
を
い
う
。

３２

「
軌
道
敷
内
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十
一
条
の
規
定

の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

３２
の
２

「
速
度
超
過
（
二
十
未
満
）」
と
は
、
速
度
超

過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
速
度
が
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

毎
時
未
満
の
も
の
を
い
う
。

３３

「
道
路
外
出
右
左
折
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十

五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う

な
行
為
を
い
う
。

３４

「
道
路
外
出
右
左
折
合
図
車
妨
害
」
と
は
、
法
第
二

十
五
条
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を

い
う
。

３５

「
指
定
横
断
等
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十
五
条

の
二
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

３６

「
車
間
距
離
不
保
持
」
と
は
、
法
第
二
十
六
条
の
規

定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

３６
の
２

「
進
路
変
更
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
二
十
六

条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

う
な
行
為
を
い
う
。

３７

「
追
い
付
か
れ
た
車
両
の
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第

二
十
七
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。
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３７
の
２

「
乗
合
自
動
車
発
進
妨
害
」
と
は
、
法
第
三
十

一
条
の
二
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

３８

「
割
込
み
等
」
と
は
、
法
第
三
十
二
条
の
規
定
の
違

反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

３９

「
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
三
十
四

条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の

違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

４０

「
交
差
点
右
左
折
等
合
図
車
妨
害
」
と
は
、
法
第
三

十
四
条
第
六
項
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う

な
行
為
を
い
う
。

４０
の
２

「
指
定
通
行
区
分
違
反
」
と
は
、
法
第
三
十
五

条
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

４１

「
交
差
点
優
先
車
妨
害
」
と
は
、
法
第
三
十
六
条
第

一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な

行
為
を
い
う
。

４２

「
緊
急
車
妨
害
等
」
と
は
、
法
第
四
十
条
又
は
第
四

十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
違
反

と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

４３

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）」
と
は
、
法

第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、第
四
十
七
条
、

第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
の
違
反
と
な
る

よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の

違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の

う
ち
７
の
５
及
び
２０
の
２
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）

の
う
ち
、
２０
の
３
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い

う
。

４３
の
２

「
交
差
点
等
進
入
禁
止
違
反
」
と
は
、
法
第
五

十
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

４４

「
無
灯
火
」
と
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定

の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

４５

「
減
光
等
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

４６

「
合
図
不
履
行
」
と
は
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

４６
の
２

「
合
図
制
限
違
反
」
と
は
、
法
第
五
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

４７

「
警
音
器
吹
鳴
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
五
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

４８

「
乗
車
積
載
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
五
十
五
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

４９

「
定
員
外
乗
車
」
と
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
し
て
乗
車
を
さ
せ
て
運
転
す
る
行
為
を
い

う
。

５０

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
未
満
）」

と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る

積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（
２１
に

規
定
す
る
行
為
を
除
く
。）
を
い
う
。

５１

「
積
載
物
大
き
さ
制
限
超
過
」
と
は
、
法
第
五
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
積
載
物
の
大
き
さ
の
制

限
を
超
え
る
積
載
を
し
て
運
転
す
る
行
為
を
い
う
。

５１
の
２

「
積
載
方
法
制
限
超
過
」
と
は
、
法
第
五
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
積
載
物
の
積
載
の
方
法

の
制
限
を
超
え
る
積
載
を
し
て
運
転
す
る
行
為
を
い

う
。

５２

「
制
限
外
許
可
条
件
違
反
」
と
は
、
法
第
五
十
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
が
付
し
た
条
件
に
違

反
す
る
行
為
を
い
う
。

け
ん

５３

「
牽
引
違
反
」
と
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

け
ん

５４

「
原
付
牽
引
違
反
」
と
は
、
法
第
六
十
条
の
規
定

に
基
づ
く
公
安
委
員
会
の
定
め
に
違
反
す
る
行
為
を
い

う
。

５５

「
整
備
不
良
（
尾
灯
等
）」
と
は
、
法
第
六
十
二
条

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
２２
に
規
定
す
る
行
為
を
除

く
。）
を
い
う
。

５６

「
転
落
等
防
止
措
置
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十

一
条
第
四
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

５６
の
２

「
転
落
積
載
物
等
危
険
防
止
措
置
義
務
違
反
」

と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
四
号
の
二
の
規
定
に
違
反
す

る
行
為
を
い
う
。

５７

「
安
全
不
確
認
ド
ア
開
放
等
」
と
は
、
法
第
七
十
一

条
第
四
号
の
三
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

５８

「
停
止
措
置
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第

五
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

５９

「
初
心
運
転
者
等
保
護
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
七

十
一
条
第
五
号
の
四
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い

う
。

６０

「
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）」
と
は
、
法
第
七
十

一
条
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
同
号
の
無
線
通

話
装
置
を
同
号
の
通
話
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
自
動

車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
に
持
ち
込
ま
れ
た
同
号

の
画
像
表
示
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
こ
れ
に
表
示
さ

れ
た
画
像
を
注
視
す
る
行
為
（
２６
の
３
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。）
を
い
う
。

６１

「
座
席
ベ
ル
ト
装
着
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十

一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行

為
を
い
う
。

６２

「
幼
児
用
補
助
装
置
使
用
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第

七
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い

う
。

６３

「
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務
違
反
」
と
は
、
法

第
七
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
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す
る
行
為
を
い
う
。

６４

「
大
型
自
動
二
輪
車
等
乗
車
方
法
違
反
」
と
は
、
法

第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

６５

「
初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第

七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い

う
。

６６

「
最
低
速
度
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
五
条
の
四
の

規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

６７

「
本
線
車
道
通
行
車
妨
害
」
と
は
、
法
第
七
十
五
条

の
六
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

６８

「
本
線
車
道
緊
急
車
妨
害
」
と
は
、
法
第
七
十
五
条

の
六
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い

う
。

６９

「
本
線
車
道
出
入
方
法
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
五

条
の
七
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

け
ん

７０

「
牽
引
自
動
車
本
線
車
道
通
行
帯
違
反
」
と
は
、

法
第
七
十
五
条
の
八
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

７１

「
故
障
車
両
表
示
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
七
十
五

条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

７２

「
仮
免
許
練
習
標
識
表
示
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第

八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。

別
表
第
二

略

別
表
第
二
の
二

略

別
表
第
三
（
第
四
十
五
条
関
係
）

反

則

行

為

の

種

別

反
則
金
の
額

反
則
行
為
の
種
類

車
両
等

の
種
類

一

積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普

通
等
十
割
以
上
）

普
通
車

三
万
五
千
円

二
輪
車

三
万
円

原
付
車

二
万
五
千
円

二

速
度
超
過
（
高
速
三
十
五

以
上
四
十
未
満
）

大
型
車

四
万
円

普
通
車

三
万
五
千
円

二
輪
車

三
万
円

原
付
車

二
万
円

三

積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
五

割
以
上
十
割
未
満
）

大
型
車

四
万
円

普
通
車

三
万
円

二
輪
車

二
万
五
千
円

原
付
車

二
万
円

四

速
度
超
過
（
高
速
三
十
以

上
三
十
五
未
満
）
又
は
積
載

物
重
量
制
限
超
過
（
五
割
未

満
）

大
型
車

三
万
円

普
通
車

二
万
五
千
円

二
輪
車

二
万
円

原
付
車

一
万
五
千
円

五

速
度
超
過
（
二
十
五
以
上

三
十
未
満
）

大
型
車

二
万
五
千
円

普
通
車

一
万
八
千
円

二
輪
車

一
万
五
千
円

原
付
車

一
万
二
千
円

六

放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車

禁
止
場
所
等
）

大
型
車
又けん

は
重
被
牽

引
車

二
万
五
千
円

普
通
車

一
万
八
千
円

二
輪
車
又

は
原
付
車

一
万
円

七

放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁

止
場
所
等
）

大
型
車
又けん

は
重
被
牽

二
万
千
円

引
車普

通
車

一
万
五
千
円

二
輪
車
又

は
原
付
車

九
千
円

八

速
度
超
過
（
二
十
以
上
二

十
五
未
満
）

大
型
車

二
万
円

普
通
車

一
万
五
千
円

二
輪
車

一
万
二
千
円

原
付
車

一
万
円

九

速
度
超
過
（
十
五
以
上
二

十
未
満
）
又
は
し
や
断
踏
切

立
入
り

大
型
車

一
万
五
千
円

普
通
車

一
万
二
千
円

二
輪
車

九
千
円

原
付
車

七
千
円

十

駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁

止
場
所
等
）

大
型
車

一
万
五
千
円

普
通
車

一
万
二
千
円

二
輪
車
又

は
原
付
車

七
千
円

十
一

駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁

止
場
所
等
）

大
型
車

一
万
二
千
円

普
通
車

一
万
円

二
輪
車
又

は
原
付
車

六
千
円

十
二

速
度
超
過（
十
五
未
満
）、

信
号
無
視
（
赤
色
等
）、
通
行

区
分
違
反
、
追
越
し
違
反
、

踏
切
不
停
止
等
、
交
差
点
安

全
進
行
義
務
違
反
、
横
断
歩

行
者
等
妨
害
等
、
整
備
不
良

（
制
動
装
置
等
）、
安
全
運
転

義
務
違
反
、
携
帯
電
話
使
用

等
（
交
通
の
危
険
）、
本
線
車

道
横
断
等
禁
止
違
反
又
は
高

速
自
動
車
国
道
等
運
転
者
遵

守
事
項
違
反

大
型
車

一
万
二
千
円

普
通
車

九
千
円

二
輪
車

七
千
円

原
付
車

六
千
円

道
路
交
通
法
施
行
令

一
二



十
三

信
号
無
視
（
点
滅
）、
通

行
禁
止
違
反
、
歩
行
者
用
道

路
徐
行
違
反
、
歩
行
者
側
方

安
全
間
隔
不
保
持
等
、
急
ブ

レ
ー
キ
禁
止
違
反
、
法
定
横

断
等
禁
止
違
反
、
路
面
電
車

後
方
不
停
止
、
優
先
道
路
通

行
車
妨
害
等
、
徐
行
場
所
違

反
、
指
定
場
所
一
時
不
停
止

等
、
積
載
物
大
き
さ
制
限
超

過
、
積
載
方
法
制
限
超
過
、

整
備
不
良
（
尾
灯
等
）、
幼
児

等
通
行
妨
害
、
安
全
地
帯
徐

行
違
反
又
は
免
許
条
件
違
反

大
型
車

九
千
円

普
通
車

七
千
円

二
輪
車

六
千
円

原
付
車

五
千
円

十
四

通
行
帯
違
反
、
路
線
バ

ス
等
優
先
通
行
帯
違
反
、
道

路
外
出
右
左
折
合
図
車
妨
害
、

指
定
横
断
等
禁
止
違
反
、
車

間
距
離
不
保
持
、
進
路
変
更

禁
止
違
反
、
追
い
付
か
れ
た

車
両
の
義
務
違
反
、
乗
合
自

動
車
発
進
妨
害
、
割
込
み
等
、

交
差
点
右
左
折
等
合
図
車
妨

害
、
指
定
通
行
区
分
違
反
、

交
差
点
優
先
車
妨
害
、
緊
急

車
妨
害
等
、
交
差
点
等
進
入

禁
止
違
反
、
無
灯
火
、
減
光

等
義
務
違
反
、
合
図
不
履
行
、

合
図
制
限
違
反
、
警
音
器
吹

鳴
義
務
違
反
、
乗
車
積
載
方けん

法
違
反
、
定
員
外
乗
車
、
牽

引
違
反
、
泥
は
ね
運
転
、
転

大
型
車

七
千
円

普
通
車
又

は
二
輪
車

六
千
円

落
等
防
止
措
置
義
務
違
反
、

転
落
積
載
物
等
危
険
防
止
措

置
義
務
違
反
、
安
全
不
確
認

ド
ア
開
放
等
、
停
止
措
置
義

務
違
反
、
騒
音
運
転
等
、
初

心
運
転
者
等
保
護
義
務
違
反
、

携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）、

公
安
委
員
会
遵
守
事
項
違
反
、

消
音
器
不
備
、
大
型
自
動
二

輪
車
等
乗
車
方
法
違
反
、
最

低
速
度
違
反
、
本
線
車
道
通

行
車
妨
害
、
本
線
車
道
緊
急

け
ん

車
妨
害
、
牽
引
自
動
車
本
線

車
道
通
行
帯
違
反
、
故
障
車

両
表
示
義
務
違
反
又
は
仮
免

許
練
習
標
識
表
示
義
務
違
反

原
付
車

五
千
円

十
五

通
行
許
可
条
件
違
反
、

軌
道
敷
内
違
反
、
道
路
外
出

右
左
折
方
法
違
反
、
交
差
点

右
左
折
方
法
違
反
、
制
限
外

け
ん

許
可
条
件
違
反
、
原
付
牽
引

違
反
、
運
行
記
録
計
不
備
、

初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務

違
反
又
は
本
線
車
道
出
入
方

法
違
反

大
型
車

六
千
円

普
通
車
又

は
二
輪
車

四
千
円

原
付
車

三
千
円

十
六

警
音
器
使
用
制
限
違
反

又
は
免
許
証
不
携
帯

大
型
車
、

普
通
車
、

二
輪
車
又

は
原
付
車

三
千
円

備
考

略

〇
道
路
交
通
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
一
日

政
令
第
二
百
七
十
号

）

改
正

平
成
一
六
年

九
月
一
五
日
政
令
第
二
七
五
号

注

道
路
交
通
法
施
行
令
は
、
平
成
一
六
年
政
令
第
二
七

五
号
に
よ
り
改
正
、
平
成
一
六
年
九
月
一
七
日
か
ら
施

行
。（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

第
四
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
に
関
す
る
国

家
公
安
委
員
会
の
指
示
）

第
四
十
四
条
の
二
の
二

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、

法
第
百
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
災
害
対
策
基

本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
六
条

の
四
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
三
条
の
二
中
「
法

第
七
十
六
条
第
二
項
の
通
行
禁
止
等
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
交

通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又

は
制
限
」
と
、「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
に

対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
の
行
動
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則〔
平
成
一
六
年
九
月
一
五
日
政
令
第
二
七
五
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
九
月
十

七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

道
路
交
通
法
施
行
令

一
三



〇
道
路
交
通
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
三
日

総
理
府
令
第
六
十
号

）

改
正

平
成
一
六
年

八
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
四
号

注

道
路
交
通
法
施
行
規
則
は
、
平
成
一
六
年
内
閣
府
令

第
七
四
号
に
よ
り
改
正
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
か

ら
施
行
。（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

第
一
章

総
則

第
一
条
〜
第
六
条
の
九

略

（
受
領
書
の
様
式
）

第
七
条

令
第
十
四
条
の
七
（
令
第
十
七
条
（
令
第
二
十
七
条
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
並
び
に
第
七
条
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
第
二
十
六
条
の
四

の
二
及
び
第
二
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
保
管
し
た
車
両
の
返

還
に
係
る
受
領
書
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
二
の
と
お
り
と

し
、
保
管
し
た
積
載
物
の
返
還
に
係
る
受
領
書
に
あ
つ
て
は
別

記
様
式
第
二
の
二
の
と
お
り
と
し
、
保
管
し
た
損
壊
物
等
の
返

還
に
係
る
受
領
書
に
あ
つ
て
は
、
損
壊
物
等
が
、
車
両
で
あ
る

と
き
は
別
記
様
式
第
二
の
三
、
車
両
の
積
載
物
で
あ
る
と
き
は

別
記
様
式
第
二
の
四
、
そ
の
他
の
損
壊
物
等
で
あ
る
と
き
は
別

記
様
式
第
二
の
五
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条
の
二
〜
第
七
条
の
十

略

第
二
章
の
四

安
全
運
転
管
理
者
等

第
九
条
の
八

略

（
安
全
運
転
管
理
者
等
の
要
件
）

第
九
条
の
九

法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

二
十
歳
（
副
安
全
運
転
管
理
者
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
歳
）
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

自
動
車
の
運
転
の
管
理
に
関
し
二
年
（
自
動
車
の
運
転
の

管
理
に
関
し
公
安
委
員
会
が
行
う
教
習
を
修
了
し
た
者
に
あ

つ
て
は
、
一
年
）
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
自
動

車
の
運
転
の
管
理
に
関
し
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
能
力

を
有
す
る
と
公
安
委
員
会
が
認
定
し
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

法
第
七
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ

り
解
任
さ
れ
、
解
任
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
ロ

法
第
百
十
七
条
、
法
第
百
十
七
条
の
二
、
法
第
百
十
七

条
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
法

第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
、
法
第
百

十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
又
は
法
第

百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
違
反
行
為
を
し
た
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

２

法
第
七
十
四
条
の
二
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

二
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

自
動
車
の
運
転
の
管
理
に
関
し
一
年
以
上
実
務
の
経
験
を

有
す
る
者
、
自
動
車
の
運
転
の
経
験
の
期
間
が
三
年
以
上
の

者
又
は
自
動
車
の
運
転
の
管
理
に
関
し
こ
れ
ら
の
者
と
同
等

以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
公
安
委
員
会
が
認
定
し
た
者
で
、

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

第
九
条
の
十
〜
第
九
条
の
十
三

略

附

則〔
平
成
一
六
年
八
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
四
号
〕

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日（
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
）か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る

内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

２

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る

内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

別
記
様
式
第
一
〜
別
記
様
式
第
二
十
九

略

別
表
第
一
〜
別
表
第
四

略

別
図

略

道
路
交
通
法
施
行
規
則

一
四



〇
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
四
年
二
月
六
日

政

令

第

二

六

号

）

改
正

平
成
一
六
年

八
月
二
七
日
政
令
第
二
五
七
号

注

本
政
令
は
、
平
成
一
六
年
政
令
第
二
五
七
号
に
よ
り

改
正
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
。（
改
正

に
係
る
部
分
を
収
録
）

第
一
条
〜
第
三
条

略

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

第
四
条

自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の
道
路
交
通
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

読
み
替
え

る
規
定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
十
六

条
の
六
各

号
列
記
以

外
の
部
分

法
第
七
十
五
条

第
二
項

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
運
転
代
行
業
法
」
と

い
う
。）
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
第
七
十
五
条
第

二
項

第
二
十
六

条
の
六
第

一
号

自
動
車
（

自
動
車
運
転
代
行
業
者
等（
運

転
代
行
業
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代

行
業
者
（
以
下
単
に
「
自
動

車
運
転
代
行
業
者
」と
い
う
。）

又
は
運
転
代
行
業
法
第
三
条

第
七
号
に
規
定
す
る
安
全
運

転
管
理
者
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違

反
行
為
を
し
、
当
該
違
反
行

為
に
よ
り
運
転
代
行
業
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自

動
車
運
転
代
行
業
（
以
下
単

に
「
自
動
車
運
転
代
行
業
」

と
い
う
。）
の
用
に
供
さ
れ
る

自
動
車
（

使
用
者
（
安
全

運
転
管
理
者
、

副
安
全
運
転
管

理
者
そ
の
他
自

動
車
の
運
行
を

直
接
管
理
す
る

地
位
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い

て
「
使
用
者
等
」

と
い
う
。）
が
次

の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
違
反
行

為
を
し
、
当
該

違
反
行
為
に
よ

り
自
動
車
の
運

転
者

運
転
者

下
欄
に
掲
げ
る

違
反
行
為

下
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為（
運

転
代
行
業
法
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
随
伴
用
自
動
車

（
以
下
単
に
「
随
伴
用
自
動

車
」
と
い
う
。）
の
運
転
者
に

つ
い
て
は
、
法
第
百
十
八
条

第
一
項
第
七
号
の
違
反
行
為

に
限
る
。）

自
動
車
の
使
用

者
等

自
動
車
運
転
代
行
業
者
等

法
第
百
十
七
条

の
二
第
二
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
二
第
二
号

法
第
百
十
七
条

の
二
第
三
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
二
第
三
号

法
第
百
十
七
条

の
四
第
四
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
四
第
四
号

法
第
百
十
七
条

の
四
第
五
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
四
第
五
号

法
第
百
十
七
条

の
四
第
六
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
四
第
六
号

法
第
百
十
八
条
運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

一
五



第
一
項
第
四
号

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

八
条
第
一
項
第
四
号

法
第
七
十
五
条

第
一
項
第
五
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
第
一
項
第
五
号

自
動
車
の
運
転

者
の

自
動
車
運
転
代
行
業
の
用
に

供
さ
れ
る
自
動
車
の
運
転
者

の

第
二
十
六

条
の
六
第

二
号

自
動
車
の
使
用

者
等

自
動
車
運
転
代
行
業
者
等

自
動
車
の
運
転

者

自
動
車
運
転
代
行
業
の
用
に

供
さ
れ
る
自
動
車
の
運
転
者

違
反
行
為
を
し

た
場
合

違
反
行
為
（
随
伴
用
自
動
車

の
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
法

第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号

又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第

三
号
の
二
の
違
反
行
為
に
限

る
。）
を
し
た
場
合

法
第
百
十
八
条

第
一
項
第
四
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

八
条
第
一
項
第
四
号

法
第
七
十
五
条

第
一
項
第
二
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
第
一
項
第
二
号

法
第
百
十
八
条

第
一
項
第
五
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

八
条
第
一
項
第
五
号

法
第
百
十
九
条

第
一
項
第
十
一

号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

九
条
第
一
項
第
十
一
号

法
第
百
十
九
条

の
三
第
一
項
第

三
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

九
条
の
三
第
一
項
第
三
号

自
動
車
の
使
用

者
が
、
当
該
自

動
車
の
使
用
の

本
拠
に
お
い
て

使
用
す
る

自
動
車
運
転
代
行
業
者
が
、

そ
の
自
動
車
運
転
代
行
業
の

用
に
供
す
る

法
第
七
十
五
条

第
二
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
第
二
項

法
第
七
十
五
条

の
二
第
一
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
の
二
第
一
項

当
該
自
動
車
の

使
用
の
本
拠
に

お
け
る
そ
の
者

そ
の
自
動
車
運
転
代
行
業

法
第
百
十
七
条

の
二
第
二
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
二
第
二
号

法
第
百
十
七
条

の
四
第
四
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
四
第
四
号

法
第
七
十
五
条

第
一
項
第
五
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
第
一
項
第
五
号

第
二
十
六

条
の
七
第

一
項

法
第
七
十
五
条

の
二
第
一
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
の
二
第
一
項

掲
げ
る
違
反
行

為

掲
げ
る
違
反
行
為
（
運
転
代

行
業
法
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
代
行
運
転
自
動
車
の

運
転
者
の
違
反
行
為
を
除
き
、

随
伴
用
自
動
車
の
運
転
者
に

つ
い
て
は
法
第
五
十
八
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
過
積

載
を
し
て
自
動
車
を
運
転
す

る
行
為
に
限
る
。以
下
同
じ
。）

自
動
車
の
使
用

者

自
動
車
運
転
代
行
業
者

当
該
使
用
者

当
該
自
動
車
運
転
代
行
業
者

法
第
二
十
二
条

の
二
第
一
項
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
の

法
第
五
十
一
条

の
四
（
法
第
七

十
五
条
の
八
第

三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十

一
条
の
四
（
運
転
代
行
業
法

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

一
六



を
含
む
。）
の
規

定
に
よ
る
指
示

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
法
第
七
十
五
条
の
八
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指

示

法
第
五
十
八
条

の
四

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十

八
条
の
四

法
第
六
十
六
条

の
二
第
一
項
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
十

六
条
の
二
第
一
項
の

当
該
違
反
行
為

に
係
る
自
動
車

の
使
用
の
本
拠

に
お
い
て
使
用

す
る

自
動
車
運
転
代
行
業
者
が
そ

の
自
動
車
運
転
代
行
業
の
用

に
供
す
る

法
第
七
十
五
条

第
二
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十

五
条
第
二
項

第
五
条
〜
第
七
条

略

附

則〔
平
成
一
六
年
八
月
二
七
日
政
令
第
二
五
七
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令

一
七



〇
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定

の
読
替
え
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
平
成
十
四
年
四
月
十
九
日

内
閣
府
令
第
三
十
五
号

）

改
正

平
成
一
六
年

八
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
四
号

注

本
内
閣
府
令
は
、
平
成
一
六
年
内
閣
府
令
第
七
四
号

に
よ
り
改
正
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
。

（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の
道
路
交
通
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

読
み
替
え

る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句

読
み
替
え
る
字
句

第
九
条
の

九
第
一
項

法
第
七
十
四
条
の
二

第
一
項

自
動
車
運
転
代
行
業
の

業
務
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
五
十
七
号
。
以

下
「
運
転
代
行
業
法
」

と
い
う
。）
第
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
法
第
七
十
四
条
の
二

第
一
項

副
安
全
運
転
管
理
者

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
四
条
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る

副
安
全
運
転
管
理
者

（
以
下
単
に
「
副
安
全

運
転
管
理
者
」
と
い

う
。）

法
第
七
十
四
条
の
二

第
六
項

法
第
七
十
四
条
の
二
第

六
項
（
運
転
代
行
業
法

第
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。）

法
第
百
十
七
条
の
二

法
第
百
十
七
条
の
二
第

一
号
若
し
く
は
第
一
号

の
二
、
運
転
代
行
業
法

第
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
二
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号

法
第
百
十
七
条
の
四

第
一
号
若
し
く
は
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま

で

法
第
百
十
七
条
の
四
第

一
号
、
運
転
代
行
業
法

第
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
百
十

七
条
の
四
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で

法
第
百
十
八
条
第
一

項
第
四
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
百
十
八
条
第

一
項
第
四
号

法
第
百
十
九
条
第
一

項
第
十
一
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
百
十
九
条
第

一
項
第
十
一
号

法
第
百
十
九
条
の
三

第
一
項
第
三
号

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
百
十
九
条
の

三
第
一
項
第
三
号

第
九
条
の

九
第
二
項

法
第
七
十
四
条
の
二

第
四
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
四
条
の

二
第
四
項

第
九
条
の

十

法
第
七
十
四
条
の
二

第
二
項
の

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
四
条
の

二
第
二
項
の

法
及
び
法

法
及
び
運
転
代
行
業
法

並
び
に
こ
れ
ら

法
の

こ
れ
ら
の

法
第
七
十
五
条
第
一

項
第
七
号
に
規
定
す

る
放
置
行
為

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
五
条
第

一
項
第
七
号
に
規
定
す

る
駐
停
車
違
反
行
為

第
九
条
の

十
一

法
第
七
十
四
条
の
二

第
四
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
内
閣
府
令

一
八



り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
四
条
の

二
第
四
項

自
動
車

運
転
代
行
業
法
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
随

伴
用
自
動
車

二
十
台
以
上
四
十
台

未
満

十
台
以
上
二
十
台
未
満

四
十
台
以
上

二
十
台
以
上

四
十
台
以
上
二
十
台

ま
で

二
十
台
以
上
十
台
ま
で

第
九
条
の

十
四

法
第
七
十
五
条
第
九

項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
五
条
第

九
項

法
第
七
十
五
条
第
二

項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
五
条
第

二
項

法
第
七
十
五
条
の
二

第
一
項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
五
条
の

二
第
一
項

自
動
車
の
使
用
者

自
動
車
運
転
代
行
業
者

第
九
条
の

十
五

法
第
七
十
五
条
第
九

項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
五
条
第

九
項

第
九
条
の

十
六

法
第
七
十
五
条
第
十

項

運
転
代
行
業
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
十
五
条
第

十
項

附

則
〔
平
成
一
六
年
八
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
七
四
号

抄
〕

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日（
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
）か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る

内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

２

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る

内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
規
定
の
読
替
え
に
関
す
る
内
閣
府
令

一
九



〇
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関

す
る
規
則

（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
十
九
日

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

）

改
正

平
成
一
六
年
八
月
二
七
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
五
号

注

本
規
則
は
、
平
成
一
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

七
四
号
に
よ
り
改
正
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
か
ら

施
行
。（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

第
一
条
〜
第
十
一
条

略

（
受
領
書
の
様
式
）

第
十
一
条
の
二

道
路
交
通
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）

第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
四
条

の
七
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式

第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
警
察
署
長
に
対
す
る
照
会
）

第
十
二
条

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
三

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
る
公
示
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
車

両
の
移
動
を
指
示
し
た
警
察
署
長
に
、
当
該
車
両
を
そ
の
使
用

者
又
は
所
有
者
（
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
「
使
用
者
等
」

と
い
う
。）
に
返
還
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
照
会
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
照
会
を
受
け
た
警
察
署
長
は
、
照
会
に
係
る
事
項
に

つ
い
て
速
や
か
に
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
〜
第
十
六
条

略

（
連
絡
等
）

第
十
七
条

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
は
、
車
両
移
動
保
管
事
務

の
実
施
に
つ
い
て
、
警
察
署
長
と
密
接
に
連
絡
す
る
も
の
と
す

る
。

２

警
察
署
長
は
、
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
対
し
、
車
両
移

動
保
管
事
務
の
適
正
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
、
使
用
者
等

に
当
該
車
両
を
返
還
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
等
必
要

な
配
慮
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
六
年
八
月
二
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
一
五
号
〕

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
一
〜
別
記
様
式
第
五

略

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則

二
〇



〇交通の方法に関する教則（抄）
昭 和５３年１０月３０日
国家公安委員会告示第３号

改正 平成１６年８月２７日国家公安委員会告示第２３号

注 交通の方法に関する教則は、平成１６年８月２７日国家公安委員会告示第２３号により改正、平成１６年１１
月１日から施行。ただし、第４章第４節及び付表の改正規定は公布の日、第１０章第３節の改正規定は
平成１６年９月１７日から施行。

第１章～第３章 略
第４章 自動車を運転する前の心得
第１節～第３節 略
第４節 乗車と積載

１ 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。
また、定められた乗車定員（運転者を含みます。）や積載の制限を超えて、人を乗車させたり、物を積ん
だりしてはいけません。次の表は、大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付
自転車について、それぞれの乗車定員と積載の制限を示しています。

車の種類 乗車定員 積載物の重量 積載物の大きさ 積 載 の 方 法
大型自動車
普通自動車

自動車検査証か軽
自動車届出済証に
記載されている乗
車定員（ミニカー
（注５）と特定の
構造の農業用薬剤
散布車（注６）に
あつては１人（特
定の構造の農業用
薬剤散布車で運転
者用以外の座席が
あるものは２人））

自動車検査証か軽
自動車届出済証に
記載されている最
大積載量（ミニカ
ーにあつては３０キ
ログラム、特定の
構造の農業用薬剤
散布車にあつては
１，５００キログラム）

長さ……自動車の長さ
×１．１

幅………自動車の幅
高さ……地上３．８メート

ル（三輪の普
通自動車と総
排 気 量６６０cc
以下の普通自
動車にあつて
は２．５メ ー ト
ル、その他の
自動車で公安
委員会が定め
るものにあつ
ては３．８メート
ル 以 上４．１メ
ートルを超え
ない範囲内に
おいて公安委
員会が定める
高さ）

前後……車体の前後から
自動車の長さの
１
１０の長さを超え
てはみ出さない
こと。

左右……車体の左右から
はみ出さないこ
と。

大型自動二輪
車（側車付大
型自動二輪車
を除く。）
普通自動二輪
車（側車付普
通自動二輪車
を除く。）

１人（運転者用以
外の座席があるも
のは２人）

６０キログラム 長さ……乗車装置や積
載装置の長さ
＋０．３メート

ル
幅………乗車装置や積

載装置の幅
＋０．３メート

ル
高さ……地上２メート

ル

前後……乗車装置の前後
か ら０．３メート
ルを超えてはみ
出さないこと。

左右……乗車装置や積載
装置の左右から
０．１５メートルを
超えてはみ出さ
ないこと。

）（
交
通
の
方
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す
る
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原動機付自転
車

１人 ３０キログラム 長さ……積載装置の長
さ
＋０．３メート

ル
幅………積載装置の幅

＋０．３メート
ル

高さ……地上２メート
ル

前後……積載装置の前後
から０．３メート
ルを超えてはみ
出さないこと。

左右……積載装置の左右
から０．１５メート
ルを超えてはみ
出さないこと。

備考 １２歳未満の子供は、３人を２人として計算します。

２ １の場合であつても、荷物の見張りのため必要最少限度の人を乗せるときや出発地の警察署長の許可を受
けたときは別です。
３ 自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになつたり、自動車の安定が悪くなつたり、外から方向
指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなつたりするようなのせ方をしてはいけま
せん。
４ 運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを
使つて荷物を確実に積まなければなりません。また、荷物が転落、飛散してしまつたときは、速やかにその
物を除去するなど必要な措置を採らなければなりません。その場合には後続車などに十分注意しましよう。
５ 危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す標示板などを掲
げるようにし、また、駐車するときは、危険な場所を避け、危険物を見張りましよう。

第５節 略
第５章 自動車の運転の方法
第１節 安全な発進

１ 略
２ 運転姿勢など
� ゆとりのある正しい運転姿勢は、安全運転の第一歩です。シートの前後の位置は、クラッチを踏み込ん
だとき、ひざがわずかに曲がる状態に合わせ、シートの背は、ハンドルに両手を掛けたとき、ひじがわず
かに曲がる状態に合わせることが大切です。体を斜めにして運転するのはやめましよう。

� 運転するときは、活動しやすいような服装をしましよう。また、げたやハイヒールなどを履いて運転し
たりしてはいけません。
� ひじを窓わくに載せて運転するのはやめましよう。
� 走行中に携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりする
ことにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中は携帯電話など
を使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、携
帯電話などについては、運転する前に電源を切つたり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音
が鳴らないようにしましよう。

３～５ 略
第２節 略
第３節 歩行者の保護など

１～７ 略
８ 暴走行為の禁止
車を運転して集団で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、ほかの車に危険を生じさせたり、

迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。
９ 略

第４節～第７節 略
第８節 駐車と停車

１～４ 略
５ 車の移動など
� 違法に駐車している車の運転者やその車の管理について責任がある者は、現場で警察官や交通巡視員か
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らその車を移動するように命じられたときは、直ちにその車を移動しなければなりません。
� 違法に駐車している車に対しては、違法駐車標章（付表５�）が取り付けられることがあります。違法
駐車標章を取り付けられた車の使用者又は所有者は、直ちにその車の駐車の方法を変更し、又はその車を
移動しなければならず、また、そのような措置をとつたときは、標章を取り付けた警察官や交通巡視員又
は駐車していた場所を管轄する警察署長に速やかにその旨を申し出なければなりません。

� 違法駐車標章は、移動等の措置が採られたことを警察官等が確認した上で取り除きますので、破つたり、
汚したり、取り除いたりしてはいけません。
� 違法に駐車している車については、現場に運転者やその車の管理について責任がある者がいないために、
警察官や交通巡視員がその車を移動すべきことを命令することができないときは、レッカー車により移動
されることがあります。
� 車の移動、保管などに要した費用は、車の運転者、使用者、所有者などの負担となります。
� 車輪止め装置取付け区間において違法に駐車している車に対しては、車輪止め装置と車輪止め標章（付
表５�）が取り付けられることがあります。車輪止め装置は、警察署長が車輪止め装置を取り付けた車の
所有者、使用者又は関係者から車を移動しようとする旨の申告を受けたときに取り除き、また、車輪止め
標章は、警察署長が車輪止め装置を取り除くときに取り除きますので、車輪止め装置を壊したり、取り除
いたり、車輪止め標章を破つたり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。

６～８ 略
第９節 略
第６章～第９章 略
第１０章 交通事故、故障、災害などのとき
第１節・第２節 略
第３節 災害などのとき

１～３ 略
４ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律などによる交通の規制が行われたとき
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確か

つ迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、又
は制限されます。
また、道路交通法により、自衛隊等による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的

確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通
行が禁止され、又は制限されます。
これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交

通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置をとらなければなりません。
第１１章 略

附 則〔平成１６年８月２７日国家公安委員会告示第２３号〕
この告示は、平成１６年１１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
一 第４章第４節及び付表の改正規定 公布の日
二 第１０章第３節の改正規定 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法
律第１１２号）附則第１条の政令で定める日〔平１６政２７４により、平１６．９．１７〕

用語のまとめ 略
付表１～付表５〔省略〕
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●交通違反の点数一覧表
点 数

交通違反の種類

�

△
△

◎�
◎�
△
◎�
◎
◎
◎
〇
〇
〇
◎�
◎
〇
◎
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

（注）「酒気帯び�印違反」とは酒気を帯びて�印の違反をした場合、「酒気帯び△印違反」とは
酒気を帯びて△印の違反をした場合、「酒気帯び◎�印違反」とは酒気を帯びて◎�印の違反を
した場合、「酒気帯び◎印違反」とは酒気を帯びて◎印の違反をした場合、「酒気帯び〇印
違反」とは酒気を帯びて〇印の違反をした場合をいいます。

酒 酔 い 違 反
麻 薬 等 違 反
共 同 危 険 行 為 等 禁 止 違 反
酒気帯び（０．２５以上）�印違反
酒気帯び（０．２５未満）�印違反
無 免 許 運 転
酒気帯び（０．２５以上）△印違反
酒気帯び（０．２５以上）◎� 印違反
酒気帯び（０．２５以上）◎印違反
酒気帯び（０．２５以上）〇印違反
酒 気 帯 び 運 転 （０．２５以 上 ）
過 労 運 転 等
酒気帯び（０．２５未満）△印違反
大 型 自 動 車 等 無 資 格 違 反
仮 免 許 運 転 違 反
酒気帯び（０．２５未満）◎� 印違反
酒気帯び（０．２５未満）◎印違反
酒気帯び（０．２５未満）〇印違反
酒 気 帯 び 運 転 （０．２５未 満 ）
無 車 検 運 行
無 保 険 運 行

速 度 超 過

積 載 物
重 量 制 限
超 過

放置駐車違反

保 管 場 所 法 違 反 （ 道 路 使 用 ）
警 察 官 現 場 指 示 違 反
警 察 官 通 行 禁 止 制 限 違 反

信 号 無 視

通 行 禁 止 違 反
歩 行 者 用 道 路 徐 行 違 反
通 行 区 分 違 反
歩 行 者 側 方 安 全 間 隔 不 保 持 等
急 ブ レ ー キ 禁 止 違 反
法 定 横 断 等 禁 止 違 反
追 越 し 違 反
路 面 電 車 後 方 不 停 止
踏 切 不 停 止 等
し ゃ 断 踏 切 立 入 り
優 先 道 路 通 行 車 妨 害 等
交 差 点 安 全 進 行 義 務 違 反
横 断 歩 行 者 等 妨 害 等
徐 行 場 所 違 反
指 定 場 所 一 時 不 停 止 等

駐停車違反

整 備 不 良

５０ ㎞ 以 上
３０㎞（高速４０㎞）以上５０㎞未満
高
速
２５㎞ 以 上３０㎞ 未 満
２０㎞ 以 上２５㎞ 未 満
１５㎞ 以 上２０㎞ 未 満
１５ ㎞ 未 満
大
型
等

普
通
等
駐 停 車 禁 止 場 所 等
駐 車 禁 止 場 所 等

赤 色 等
点 滅

駐 停 車 禁 止 場 所 等
駐 車 禁 止 場 所 等
制 動 装 置 等
尾 灯 等

３５㎞以上４０㎞未満
３０㎞以上３５㎞未満

１０ 割 以 上
５割以上１０割未満
５ 割 未 満
１０ 割 以 上
５割以上１０割未満
５ 割 未 満

２５
２５
２５
２３
２０
１９
１９
１６
１５
１４
１３
１３
１３
１２
１２
９
８
７
６
６
６
１２
６
３
３
３
２
１
１
６
３
２
３
２
１
３
２
３
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
１
２
１

点 数
交通違反の種類

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

安 全 運 転 義 務 違 反
幼 児 等 通 行 妨 害
安 全 地 帯 徐 行 違 反
騒 音 運 転 等
携帯電話使用等（交通の危険）
消 音 器 不 備
高速自動車国道等措置命令違反
本 線 車 道 横 断 等 禁 止 違 反
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
免 許 条 件 違 反
番 号 標 表 示 義 務 違 反
保管場所法違反（長時間駐車）
混 雑 緩 和 措 置 命 令 違 反
通 行 許 可 条 件 違 反
通 行 帯 違 反
路 線 バ ス 等 優 先 通 行 帯 違 反
軌 道 敷 内 違 反
道 路 外 出 右 左 折 方 法 違 反
道 路 外 出 右 左 折 合 図 車 妨 害
指 定 横 断 等 禁 止 違 反
車 間 距 離 不 保 持
進 路 変 更 禁 止 違 反
追 い 付 か れ た 車 両 の 義 務 違 反
乗 合 自 動 車 発 進 妨 害
割 込 み 等
交 差 点 右 左 折 方 法 違 反
交 差 点 右 左 折 等 合 図 車 妨 害
指 定 通 行 区 分 違 反
交 差 点 優 先 車 妨 害
緊 急 車 妨 害 等
交 差 点 等 進 入 禁 止 違 反
無 灯 火
減 光 等 義 務 違 反
合 図 不 履 行
合 図 制 限 違 反
警 音 器 吹 鳴 義 務 違 反
乗 車 積 載 方 法 違 反
定 員 外 乗 車
積 載 物 大 き さ 制 限 超 過
積 載 方 法 制 限 超 過
制 限 外 許 可 条 件 違 反
けん
牽 引 違 反

けん
原 付 牽 引 違 反
転 落 等 防 止 措 置 義 務 違 反
転落積載物等危険防止措置義務違反
安 全 不 確 認 ド ア 開 放 等
停 止 措 置 義 務 違 反
初 心 運 転 者 等 保 護 義 務 違 反
座 席 ベ ル ト 装 着 義 務 違 反
幼 児 用 補 助 装 置 使 用 義 務 違 反
乗車用ヘルメット着用義務違反
大型自動二輪車等乗車方法違反
初 心 運 転 者 標 識 表 示 義 務 違 反
携 帯 電 話 使 用 等 （ 保 持 ）
最 低 速 度 違 反
本 線 車 道 通 行 車 妨 害
本 線 車 道 緊 急 車 妨 害
本 線 車 道 出 入 方 法 違 反
けん
牽引自動車本線車道通行帯違反
故 障 車 両 表 示 義 務 違 反
仮 免 許 練 習 標 識 表 示 義 務 違 反

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

交
通
違
反
の
点
数
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覧
表
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●反則金額一覧表
（単位千円）

車の種類
反則行為の種類

速度超過

積 載 物

重量制限

超 過

放 置 駐

車 違 反
し ゃ 断 踏 切 立 入 り
駐 停 車

違 反

信号無視

通 行 区 分 違 反
追 越 し 違 反
踏 切 不 停 止 等
交差点安全進行義務違反
横 断 歩 行 者 等 妨 害 等

整備不良

安 全 運 転 義 務 違 反
携帯電話使用等（交通の危険）
本線車道横断等禁止違反
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
通 行 禁 止 違 反
歩 行 者 用 道 路 徐 行 違 反
歩行者側方安全間隔不保持等
急 ブ レ ー キ 禁 止 違 反
法 定 横 断 等 禁 止 違 反
路 面 電 車 後 方 不 停 止
優 先 道 路 通 行 車 妨 害 等
徐 行 場 所 違 反
指 定 場 所 一 時 不 停 止 等
積 載 物 大 き さ 制 限 超 過
積 載 方 法 制 限 超 過
幼 児 等 通 行 妨 害
安 全 地 帯 徐 行 違 反
免 許 条 件 違 反
通 行 帯 違 反
路線バス等優先通行帯違反
道路外出右左折合図車妨害
指 定 横 断 等 禁 止 違 反

（注１） 大型車とは大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車、普通車とは普通自動車、
二輪車とは自動二輪車、原付車とは小型特殊自動車及び原動機付自転車をいいます。

けん

（注２） ＊の欄においては、重被牽引車を含む。

高
速

２５以 上３０未 満
２０以 上２５未 満
１５以 上２０未 満
１５ 未 満
大
型
等

普
通
等

駐停車禁止場所等
駐車禁止場所等

駐停車禁止場所等
駐車禁止場所等
赤 色 等
点 滅

制 動 装 置 等
尾 灯 等

３５以上４０未満
３０以上３５未満

５割以上１０割未満
５ 割 未 満
１０ 割 以 上
５割以上１０割未満
５ 割 未 満

大
型
車
４０
３０
２５
２０
１５
１２
４０
３０

２５＊

２１＊

１５
１５
１２
１２
９
１２
１２
１２
１２
１２
１２
９
１２
１２
１２
１２
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
７
７
７
７

普
通
車
３５
２５
１８
１５
１２
９

３５
３０
２５
１８
１５
１２
１２
１０
９
７
９
９
９
９
９
９
７
９
９
９
９
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
６
６
６
６

二
輪
車
３０
２０
１５
１２
９
７

３０
２５
２０
１０
９
９
７
６
７
６
７
７
７
７
７
７
６
７
７
７
７
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６

原
付
車
２０
１５
１２
１０
７
６

２５
２０
１５
１０
９
７
７
６
６
５
６
６
６
６
６
６
５
６
６

５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５

車の種類
反則行為の種類

車 間 距 離 不 保 持

進 路 変 更 禁 止 違 反

追い付かれた車両の義務違反

乗 合 自 動 車 発 進 妨 害

割 込 み 等

交差点右左折等合図車妨害

指 定 通 行 区 分 違 反

交 差 点 優 先 車 妨 害

緊 急 車 妨 害 等

交 差 点 等 進 入 禁 止 違 反

無 灯 火

減 光 等 義 務 違 反

合 図 不 履 行

合 図 制 限 違 反

警 音 器 吹 鳴 義 務 違 反

乗 車 積 載 方 法 違 反

定 員 外 乗 車
けん
牽 引 違 反
泥 は ね 運 転
転落等防止措置義務違反

転落積載物等危険防止措置義務違反
安 全 不 確 認 ド ア 開 放 等
停 止 措 置 義 務 違 反
騒 音 運 転 等
初心運転者等保護義務違反
携帯電話使用等（保持）
公安委員会遵守事項違反
消 音 器 不 備
大型自動二輪車等乗車方法違反
最 低 速 度 違 反
本 線 車 道 通 行 車 妨 害

本 線 車 道 緊 急 車 妨 害
けん

牽引自動車本線車道通行帯違反
故 障 車 両 表 示 義 務 違 反
仮免許練習標識表示義務違反
通 行 許 可 条 件 違 反
軌 道 敷 内 違 反
道路外出右左折方法違反
交 差 点 右 左 折 方 法 違 反

制 限 外 許 可 条 件 違 反
けん

原 付 牽 引 違 反
運 行 記 録 計 不 備

初心運転者標識表示義務違反

本 線 車 道 出 入 方 法 違 反
警 音 器 使 用 制 限 違 反
免 許 証 不 携 帯

大
型
車
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７

７
７

７

７

７
７
６
６
６
６

６

６

６
３
３

普
通
車
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６

６
６

６

６

６
６
４
４
４
４

４

４

４

４
３
３

二
輪
車
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６

６

６

４
４
４
４

４

４
３
３

原
付
車
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５

５
５
５

３
３
３
３

３

３

３
３

反
則
金
額
一
覧
表

二
五




